


知ってますか？

令和4年4月1日から

成年年齢が18歳に！



大人に近づくと・・・

大人になったら何ができるか,

どうしたらトラブルにあわないか,だ

けでなく,「どういう消費行動をとれ

ば社会に貢献できるか」ということ

を学んでおく必要があります。



グラフを読み取ろう

国民生活センターの２０１５年度の統
計では，２０～２２歳の相談件数の平
均値は，１８～１９歳の平均値の約
（ ）倍の件数になっています。
成年年齢の引き下げに対して，皆さん
の被害が増えることが心配されていま
す。

↓

消費者教育をしっかり受けて損を
しないようにしよう！

答え １．５倍



消費者が主役の社会へ！

先生も，おうちの人もみんなも消費者！

一人ひとりの消費者の行動は,社会や経済などに大きな影

響を与えます。

消費者が主役の社会，「消費者市民社会」を実現していく

ために,あなたに出来ることは？

家庭科の教科書P２２６
キーワードに
マーカーをしておこう！





Q1 店で買い物をするとき,
契約が成立するのはいつ？

1 商品を

受け取ったとき。

2 代金を

支払ったとき。

3 定員が

「はい,かしこまりま
した」と言ったとき



Q2 店で商品を買ったが，使う前に不要になった。
解約できる？

1

解約できない。

2

レシートがあり1週間
以内なら解約できる。

3

商品を開封していな
ければ解約できる。



Q3 15歳の中学生が親に内緒で10万円の
スマートフォンを契約した。この契約は取り消せる？

1

取り消すことはできな
い。

2

未成年者取り消しが
出来る。

3

保護者が取り消しを
求めたときのみ,未成
年者取り消しができる。



Q4 街で呼び止められ，喫茶店に行ったら勧誘され，
断れなくて10万円の学習参考書セットを契約してしまっ
た。この契約をクーリング・オフすることができる？

1

事業者がウソを言って

勧誘した場合は,

クーリング・オフできる。

2

参考書に書き込むなど,商
品を使用していなければ,
クーリング・オフできる。

3

契約してから8日間であれ
ば,クーリング・オフできる。



Q5 ネットショッピングでTシャツを買ったけれ
ど似合わない。クーリング・オフできる？

1

クーリング・オフ

できない。

2

契約してから14日間な
らクーリング・オフでき

る。

3

開封していなかったら
クーリング・オフできる。



答えは契約編②へ
• 「中学生もみんな消費者」 は読んでいますか？

クイズに関する内容が書いてあります。

授業でも使いますから,冊子に年・組・番・名前を書いて

１度は読んでみてください。
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